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令和６年１月１７日（水）
第２回犯罪被害者等施策に関する関係府省庁連絡会議



第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～

第５分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶（概要）

１ 女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり

・女性に対する暴力は人権侵害であり、暴力を断じて
許さないという社会規範の醸成
・相談窓口の周知やSNS等を活用した相談の実施、夜間
休日における相談対応の実施等の検討
・現場における対応に重点を置いた各職務関係者に対
する研修の充実、民間団体の活用による支援の充実

項目 計画策定当初（時期） 成果目標（期限） 最新値（時点）※

行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、支援拠点等
の設置件数

47か所（2020年４月） 60か所（2025年） 55か所（2023年4月）

性犯罪・性暴力事案に対してワンストップ支援センター等で365日緊急対応ができる都
道府県数

20都道府県（2020年４月） 47都道府県（2025年） ４７都道府県（2023年4月）

市町村における配偶者暴力相談支援センターの数 119か所（2020年４月） 150か所（2025年） 140か所（2023年8月31日）

要保護児童対策地域協議会に参画している配偶者暴力相談支援センター数 190か所（2018年４月） 323か所（2025年） ３３３か所（2020年4月）

２ 性犯罪・性暴力への対策の推進

・性犯罪に関する罰則や刑事手続の在り方に関する
検討
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン
ターの運営の安定化、質の向上、被害者が相談につ
ながりやすい体制の整備
・「#8103（ハートさん）」や「#8891（はやくワンストップ）」
の周知

３ 子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

・性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならない
ための子供の発達段階に配慮した教育の充実
・児童生徒等に対してわいせつ行為に及んだ教員や保
育士等に対する厳正な処分の徹底

・SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓
発活動の効果的な展開

4 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

・児童福祉法等一部改正法附則検討条項に基づく検討
・民間シェルター等が行う先進的な取組の推進
・「#8008」の周知、SNS等を活用した相談の推進
・加害者暴力抑止のための地域社会内でのプログラム
に関する試行実施を踏まえた本格実施に向けた検討
・配偶者からの暴力、児童虐待の対応機関間の連携協
力の推進

5 ストーカー事案への対策の
推進

・被害者の安全確保、加害者への
厳正な対処の徹底
・緊急時における一時保護及び自
立支援を含む中長期的な支援の
推進

6 セクシュアルハラスメント防止対
策の推進

・外部相談窓口の活用等の有効な
相談体制整備等の雇用の場におけ
る対策の推進
・国家公務員における幹部職員も
含めた研修の実施、防止対策、厳
正な対処の推進

7 人身取引対策の推進

8 インターネット上の女性に対する
暴力等への対応

9 売買春への対策の推進

令和２年12月25日
閣 議 決 定

○女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。その予防と被害回復のための取組を推進し、暴力の根絶を図る
ことは男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題であり、国としての責務。

○女性に対する暴力の根絶には、社会における男女間の格差是正及び意識改革が欠かせない。
被害者支援にあたっては暴力の形態や被害者の属性等に応じてきめ細かく対応する視点が不可欠。

○女性に対する暴力を根絶するため、暴力を容認しない社会環境の整備、暴力根絶のための基盤づくりの強化を図り、被害者に対しては、
専門的な支援を早期から切れ目なく、包括的に提供する必要がある。

○新型コロナ感染症に伴い、相談体制の整備を図るとともに、家庭に居場所のない被害者等が安心できる居場所づくりを進めることが重要。

基本的考え方

成果目標

具体的な取組
※第123回⼥性に対する暴力に関する専門調査会資料より
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保護命令の
申立て

医師等は、
配偶者暴力相談支
援センター等の利用の
情報提供の努力義務

相 談
援 助
保 護

＜身体に対する暴力＞
①発見者は通報努力義務
②医師等は通報可能
(被害者の意思を尊重
する努力義務）

厚生労働大臣が定める基準を満たす者
（ 民間シェルター等）※守秘義務

発
令

警察
○ 被害発生防止のために
必要な措置・援助

福祉事務所

民間団体

連携

連携

書面提出等

保護命令
発令
の通知

保護命令違反に対する罰則
２年以下の懲役 又は ２００万円以下の罰金

配
偶
者
暴
力
を
行
っ
た
配
偶
者配偶者暴力相談支援センター・警

察への相談等がない場合、
公証人面前宣誓供述書を添付

センターに
相談等が
あった場合

配偶者暴力防止法（DV防止法）の概要 【フローチャート】

児童相談所

配偶者暴力相談支援センター
○ 相談支援又は相談機関の紹介
○ カウンセリング
○ 緊急時における安全の確保
○ 一時保護（女性相談支援センター）
○ 自立支援、保護命令制度・シェルターの
利用についての情報提供・助言・関係機関
との連絡調整・その他の援助

委
託

保護命令
○ 被害者への接近禁止命令
○ 被害者への電話等禁止命令
○ 子への接近禁止命令
○ 子への電話等禁止命令
○ 親族等への接近禁止命令
● 退去等命令
期間：○１年間、●原則：２か月間

特例：６か月間

地方裁判所

国民、
医師等

被

害

者

原則：口頭弁論又は審尋の期日
身体に対する暴力又は
脅迫を受けた者

女性相談支援員・
女性自立支援施設

《法定協議会》※守秘義務
・都道府県：努力義務
・市町村：できる規定

連携体制

※令和６年４月１日施行時点
（赤字部分は今般の改正）
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保護命令制度に関するパンフレット

（https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/r5_05.pdf）
３



（https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/r5_05.pdf） ４



本方針に基づく具体的施策は毎年の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」に記載。毎年度フォローアップを実施し、確実に実行。

【１ 刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用】

〇刑事法改正に係る対応（広報啓発、支援現場職員への研修等）

〇刑事手続の運用に関する検討
〇刑事手続における二次被害の防止・プライバシーの保護

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針（概要）

令和２年６月11日
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

（性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議）

➡ 令和２年度～４年度を「集中強化期間」として
性犯罪・性暴力対策の取組を強化。

〇 性犯罪に厳正かつ適切に対処するための刑事法の検討
〇 再犯防止プログラムの拡充
〇 被害申告・相談をしやすい環境の整備（警察、ワンストップ支援センター）
〇 「生命（いのち）の安全教育」の推進、社会全体への啓発 等を着実に実施

一方で、依然、性犯罪・性暴力は深刻な状況であり、対策の更なる強化が必要

経緯 これまでの取組と課題

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる行為であり、決して許されない。
「相手の同意のない性的な行為は性暴力である」等の認識を社会全体で共有し、取組を強化していく。

【２ 再犯防止施策の更なる充実と性犯罪・性暴力の予防】

〇再犯防止対策の更なる強化等
〇地方公共団体による再犯防止施策の支援
〇わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分と再発防止

（教員等・保育士に関する対応、日本版DBSの導入に向けた検討）

性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」（令和５年度～７年度※の３年間）性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」（令和５年度～７年度※の３年間）

【３ 被害申告・相談をしやすい環境の整備】

〇被害届の即時受理の徹底
〇証拠採取・保管体制の整備
〇捜査段階における二次被害の防止
〇警察における相談窓口の周知や支援の充実
〇ワンストップ支援センターにつながるための体制の強化
〇学校等で相談を受ける体制の強化

【４ 切れ目ない手厚い被害者支援の確立】

〇ワンストップ支援センターを中核とする被害者支援の充実
（地域の関係機関（警察、医療機関等）との連携強化、対応能力の向上等）

〇医療的支援の更なる充実と専門人材の育成
〇中長期的な支援体制の充実（困難女性支援法に基づく中長期的支援等）

〇多様な被害者支援の充実（障害者、男性等を含む様々な被害者への対応）

【５ 教育啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防】

〇発達段階に応じた教育・啓発活動（生命（いのち）の安全教育の推進）

〇社会全体への啓発（若年層の性暴力被害予防月間 等）

【６ 新たな課題等への対応】

〇AV出演被害の防止及び被害の救済
（AV出演被害防止・救済法の周知・広報、相談対応の支援、厳正な取締り等）

〇インターネット上の性暴力等への対応
（違法行為への厳正な対処、児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止等）

〇痴漢撲滅に向けた政策パッケージの確実な実行

〇被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止

※ 第５次男女共同参画
基本計画の目標年度

令和５年３月30日
性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議
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交 付 先 ： 都道府県・政令指定都市、市町村（特別区含む）

対象経費 ： 都道府県等が負担した、民間シェルター等の先進的な取組を促進するための経費（以下①～④）

①受け入れ体制整備に要する経費 （母子一体で受け入れるための改修経費、メール・SNS等相談のための人件費・システム整備費、

多様な被害者等を受け入れるための体制の確保（若年女性、妊産婦、障害者、男性、外国籍等の多様な

被害者を受け入れるための施設の改修や居住施設の確保、施設のバリアフリー化等）等）

②専門的・個別的支援に要する経費 （心理的ケアや同伴児童の進学等の専門的な相談支援を行う専門職配置に要する人件費、

支援員の相談支援業務の対応力向上や専門性向上に係る研修経費 等）

③切れ目ない総合的支援に要する経費 （自立に向けたプログラム実施経費、関係機関への同行支援に係る交通費、

退所者へのアウトリーチ支援に要する人件費 等）

④加害者プログラムの実施等に要する経費

※上記①～④の事業実施のための付随的経費

交付率等 ： 国 ３/４ （交付上限：１民間団体当たり、一つの都道府県の管内で1,000万円）

そ の 他 ： 他の国庫補助制度を適用可能な場合は、他制度優先

○ 配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害
者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とする。

性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金（配偶者暴力被害者等支援調査研究事業）

目 的

予算スキーム

内閣府

都道府県等 ※この事業の地方負担に対しては、特別交付税措置が講じられている。

民間シェルター等における以下の事業
① 受け入れ体制整備事業
② 専門的・個別支援事業
③ 切れ目ない総合的支援事業
④ 加害者プログラム関連事業

概 要

補助金等交付金

【令和６年度概算決定額 ３１６百万円】 （令和５年度当初予算額 ３０３百万円）

民間シェルター等

・ＮＰＯ法人
・社会福祉法人 等

６



交 付 先 ： 都道府県、政令指定都市、中核市

対象経費 ： 都道府県等が負担した以下①～③に関する経費

①相談センターの運営費等

（ 人件費（支援員の処遇改善、事務職員の配置、コーディネーター等の配置、24時間対応への取組 等）、広報啓発、関係機関との連携強化、

法的支援、コールセンターとの連携に係る経費、先進的な取組に要する経費（SNS対応、外国語・手話対応 等）、

こども・若者・男性被害者への支援に要する経費、拠点となる病院を有する支援センターに対する取組加算 等）

②被害者の医療費等

（緊急避妊措置、検査費用（妊娠検査、性感染症検査、薬物検査）、カウンセリング費用

他県居住者の被害の支援に係る経費（急性期）、証拠採取キット等の購入に係る経費、人工妊娠中絶に要する経費 等）

③ＡＶ出演被害防止・救済に関する法的支援に要する経費

交 付 率 ： 対象経費の1/2(「②被害者の医療費等」は1/3 、「③ＡＶ出演被害防止・救済に関する法的支援に要する経費」は全額)

そ の 他 ： 他の国庫補助制度を適用可能な場合は、他制度優先(本制度の優先利用や他制度との二重交付は不可)

性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金

目 的

○ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの運営の安定化及び被害者支援機能の強化のため、都道府県等によ

る支援センターの整備等に係る取組を支援し、被害者支援に係る取組の充実を図る。

予算スキーム

内閣府

都道府県等 ※この事業の地方負担に対しては、普通交付税措置が講じられている。

① 被害者相談支援運営・機能強化事業
（相談センターの運営費等）

② 医療費等公費負担事業
（被害者の医療費、証拠採取キット等の購入経費等）

③ ＡＶ出演被害防止・救済に関する法的支援事業

概 要

交付金

【令和６年度概算決定額 ４９３百万円】
（令和５年度当初予算額 ４８１百万円 補正予算額 １０８百万円）

性犯罪・性暴力被害者
のための

ワンストップ支援センター
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